
4 

ここでは［写真管理］プログラムの起動方法を説明します。 
［インデックス］プログラムの起動、工事データの作成、［写真管理］プログラムの起動の順に操作します。 
 

3 ［写真管理］プログラムの起動 

［インデックス］プログラムを起動後、工事データを作成して［写真管理］プログラムを起動します。 
作成する工事データには［写真管理］や［電子納品ツール］など各プログラムのデータが保存されます。 

［EX-TREND武蔵 インデックス］のアイコンを 
ダブルクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 会社名などの自社情報が未入力の場合は 
このメッセージが表示されます。 
［OK］をクリックします。 
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［自社情報］画面が表示されます。 
以降の文字入力などを省略できる部分があるため、 
［名称］欄への会社名の入力と、 
［地域］欄での都道府県の選択は 
設定しておくことをおすすめします。 

 

［OK］を 
クリックします。 
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 画面右上の［新規工事］をクリックします。 

 

 

設定すると次回以降は 
自動表示されません。 
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［新しく工事を作成する］をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 工事情報を入力します。 
工事名称、工事番号、工事箇所などは、 
［電子納品ツール］へ連動できるため、 
入力をおすすめします。 

 

 次に、適用する電子納品の要領・基準などを設定します。 
［電子納品を行う］のチェックをつけ、［要領・基準案の選択］をクリックします。 
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 適用する電子納品要領・基準案を①から⑤まで順に選択します。 

 要領・基準案や年度によって入力必須項目が異なる場合があるため、 
選択すべき要領などが不明な場合は発注者の方などに確認することをおすすめします。 

 

 

［OK］を 
クリックします。 

［作成］をクリックします。 
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工事名などを変更するには 
工事一覧画面で編集する工事データを選択後、 
［工事情報］をクリックすると再度入力画面が表示されます。 

  
補足 

選択した電子納品のガイドラインなどを 
変更するには［基準案設定］をクリックします。 

工事データが作成されます。 
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 表示されるメニューの 
［ローカルマスターの更新］をクリックします。 

 ［ユーザーアカウント制御］画面が 
表示された場合は、［はい］をクリックします。 

希望のガイドラインが選択できない場合は 

上記の画面例のようにガイドラインが選択できない場合は、［ローカルマスターの更新］の操作が必要です。 
※電子納品や出来形管理基準、豆図などが都道府県（省庁）ごとに用意されていますが、これらはインターネットに
接続してのインストールが必要です。インストールされていない場合に進入禁止マークが表示されます。 
 
 
［ローカルマスターの更新］の操作方法は以下のとおりです。 
※操作は［インデックス］プログラムの画面からです。 

 

 

（次ページへ続きます） 

  
補足 

進入禁止のマークが表示され選択できない。 

 画面上の［ヘルプ］をクリックします。 
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［再試行］をクリックします。 
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［OK］をクリックしても 
「基準が見つかりません。」と
表示されてしまう。 
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 インストールする都道府県（省庁）の 
チェックボックスをオンにします。 

 

［次へ］をクリックします。 

［開始］をクリックします。 
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（次ページへ続きます） 
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［閉じる］をクリックします。 

 インストール作業はこれで終わりです。 

 ［インデックス］プログラムを再度起動して、 
進入禁止マークが解消されていることを確認します。 
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作成した工事データをダブルクリックして開き、［写真管理］プログラムを起動します。 

 作成した工事データ名をダブルクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［写真管理］をクリックします。 

 

［写真管理を行うには、 
 ここをダブルクリックしてください。］を 
ダブルクリックします。 

 

 

3-2 ［写真管理］プログラムの起動 
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 作成する分類の選択画面が表示されます。 
この画面は設定を変更せずに［OK］をクリックします。 

 

 

4 

［写真管理］プログラムが起動します。 
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［初期値設定］画面の各チェックボックスについて 

  
補足 

「② その他設定を行います。」での設定は、各電子納品基準に則ったデータ入力を行うための補助機能についてです。 
これらのチェックボックスはオンにしておくことをおすすめします。 
※オフにすると『［写真管理］上ではエラーとなりませんが、各都道府県のチェックシステムではエラーになる』場合があり 
ます。 

 


